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落札決定の取消しについて

 令和６年６月２７日に指名を行い，７月１１日に入札を執行した次の業務について，

最低制限価格に誤りがあったため，本入札を無効とし，落札決定の取消しを行いますの

で，報告します。 

業 務 番 号 土用調第１号 

業 務 名 焼山矢野線整備事業物件調査業務 

業 務 場 所 呉市焼山北３丁目地内 

履 行 期 限 契約日から令和６年９月３０日まで 

業 務 内 要 附帯構造物の調査及び算定 

（住宅敷地Ｃ 200㎡以上600㎡未満） １戸 

予 定 価 格 １，４６０，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

指 名 通 知 日 令和６年６月２７日 

入 札 日 令和６年７月 ９日 ～ 令和６年７月１１日 

開 札 日 時 令和６年７月１１日 １３時４０分 

落札決定取消の内容 最低制限価格に誤りがあったため 

最低制限価格の誤り

の内容 

 最低制限価格の算定基礎である本業務の最低制限基準価格に

ついて，令和６年６月２７日に指名したにもかかわらず，令和

６年７月１日以降に指名を通知する業務から適用する基準を用

いて算出していた。（別紙参照） 

最低制限価格を誤っ

た経緯・原因 

 入札に参加した業者から連絡が入り，最低制限基準価格につ

いて確認したところ，最低制限基準価格の算出方法の改正が，

７月開札分から適用されると勘違いして算出していたことが判

明した。 

今 後 の 予 定 再度内容を確認し，発注する。 

再 発 防 止 の 方 策  業務発注課において，最低制限基準価格の算出方法について

複数人で確認する。 

 既存の業務委託に関するチェックリストにある「予定価格調

書の作成」欄に最低制限基準価格の算定方法に係る新たなチェ

ック項目を設ける。 

 最低制限基準価格の算定方法が改正される場合には，現在実

施している改正の決定時点における庁内への周知に加えて，改

正が適用される時期にも改めて契約課から庁内関係課に対して

通知を行う。 

落 札 取 消 日 令和６年７月１１日 
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